
現在の特定流通業務施設の指定路線（約８５０ｍ）

流通業務施設

上武国道（国道１７号）を指定

伊勢崎ＩＣを中心に半径１ｋｍ指定

流通業務施設

波志江ＳＩＣを中心に半径１ｋｍを指定

南部幹線（国道３５４号）の一部北側を指定
地域利便施設

流通業務施設、特定流通業務施設、地域利便施設の指定幹線道路

指定路線より除く区間

波志江ＳＩＣを中心に半径５ｋｍを指定

駒形ＩＣを中心に半径５ｋｍを指定

伊勢崎ＩＣを中心に半径５ｋｍ指定
特定流通業務施設


